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議案第１２５号 

 

   平成２８年度尼崎市一般会計補正予算（第４号） 

 

平成２８年度尼崎市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６０，５８８千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１１，６６３，９７

２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。 

（市債の補正） 

第４条 市債の変更は、「第４表市債補正」による。 

 

平成２８年１２月６日提出 

 

尼崎市長 稲  村  和  美 

 

議125



第１表  歳入歳出予算補正

　歳　　　入

20地 方 交 付 税 12,886,067 9,027 12,895,094

05地 方 交 付 税 12,886,067 9,027 12,895,094

40国 庫 支 出 金 47,151,523 20,961 47,172,484

10国 庫 補 助 金 5,965,178 20,961 5,986,139

75市 債 25,265,700 30,600 25,296,300

05市 債 25,265,700 30,600 25,296,300

211,603,384 60,588 211,663,972

　歳　　　出

15民 生 費 99,920,594 57,873 99,978,467

05社 会 福 祉 費 38,622,758 19,604 38,642,362

10児 童 福 祉 費 24,878,166 38,269 24,916,435

25労 働 費 150,064 2,715 152,779

10労 働 諸 費 150,064 2,715 152,779

211,603,384 60,588 211,663,972歳  出  合　計

款 項 補正前の額 補正額 計

款 項

歳  入  合　計

（単位　千円）

計

　

補正前の額

　

補正額
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第２表　　繰越明許費補正
（単位　千円）

　追　　　加

第３表　　債務負担行為補正
（単位　千円）

　追　　　加

第４表　　市債補正
（単位　千円）

　変　　　更

河 川 水 路 費 抽 水 場 整 備 事 業 95,000

児 童 ホ ー ム 整 備 事 業

平成29年度 80,000

20

款 項 事　　業　　名 金　額

40土 木 費

347,100 限 度 額 376,600

事　　　　　項 期　　間 限　度　額

平成29年度 4,500

社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 費 限 度 額

36,000

障 害 者 福 祉 総 合 シ ス テ ム 運 用 事 業

起　債　の　目　的 補　　正　　前 補　　正　　後

給 食 調 理 業 務 委 託 事 業

小 学 校 各 種 施 設 整 備 事 業 平成29年度

平成29年度 19,000

議125-3





一 般 会 計

予 算 説 明 書

（ 補 正 ４ 号 ）

議125-5



議125-6



議125-7



議125-8



議125-9



議125-10



議125-11



２　繰 越 明 許 費 明 細 書
（単位　千円）

　追　　　加

事　　　業　　　名 繰　　　越　　　理　　　由

40土 木 費 20河 川 水 路 費 25抽 水 場 費 抽 水 場 整 備 事 業 95,000
入札不調による再入札に伴い、工事の年度内完了が見
込めないため

款 項 目 金　　額

議125-12



３　債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額及び平成28年度以降の支出予定額等に関する調書
　　

（単位　千円）

　追　加

80,000

平成29年度まで 4,500 3,600 900

給 食 調 理 業 務 委 託 事 業 80,000 平成29年度まで 80,000

児 童 ホ ー ム 整 備 事 業 4,500

小学校各種施設整備事業 36,000 平成29年度まで 27,000 9,000

事　　項 限　度　額
市　債 その他期　　間 金　　額 期　　間

一般財源
摘　要

平成27年度末までの
支 出 額

平 成 28年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

左　　の　　財　　源　　内　　訳
特　　定　　財　　源

金　　額 国県支出金

障害者福祉総合システム
運 用 事 業

19,000 19,000平成29年度まで 19,000

36,000

議125-13
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   (単位　千円)

平 成 28年 度 中 平 成 28年 度 中

起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額
 普　  通  　債 149,811,911 149,360,296 17,437,400 16,420,405 150,377,291
土 木 55,516,724 50,277,338 6,492,600 6,717,085 50,052,853
教 育 40,649,011 48,361,299 6,059,000 4,028,655 50,391,644
市 営 住 宅 17,934,267 16,941,486 1,157,900 2,127,410 15,971,976
住 宅 資 金 貸 付 32,313 24,302 - 12,028 12,274
総 務 179,233 424,303 1,880,200 20,339 2,284,164
民 生 6,442,802 6,619,205 848,500 622,151 6,845,554
衛 生 20,734,234 19,142,667 686,100 1,606,636 18,222,131
労 働 1,400 1,000 - 400 600
商 工 225,997 150,945 - 26,826 124,119
消 防 2,550,925 2,299,063 313,100 356,378 2,255,785
企業会計等出資金 5,545,005 5,118,688 - 902,497 4,216,191

 災 害 復 旧 債 12,080 15,033 - 452 14,581
土 木 9,800 13,200 - - 13,200
その他公共施設等 2,280 1,833 - 452 1,381

 そ    の    他 96,109,358 99,294,125 8,904,600 7,418,775 100,779,950
減 税 補 て ん 債 3,904,378 3,344,866 - 568,190 2,776,676
臨時税収補てん債 654,666 440,772 - 218,193 222,579
臨 時 財 政 対 策 債 73,922,551 79,287,252 8,904,600 5,094,837 83,097,015
退 職 手 当 債 13,280,148 12,260,150 - 1,151,025 11,109,125
減 収 補 て ん 債 4,347,615 3,961,085 - 386,530 3,574,555

 合            計 245,933,349 248,669,454 26,342,000 23,839,632 251,171,822

市債の平成26年度末及び平成27年度末における現在高並びに平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　　　　分 平成26年度末現在高 平成27年度末現在高

平 成 28 年 度 中 増 減 見 込 み
平 成 28年 度 末
現 在 高 見 込 額

議125-14



 

 条 例 





議126 

議案第１２６号 

尼崎市職員退職手当支給条例及び尼崎市教育職員の退職手当 

に関する条例の一部を改正する条例について 

尼崎市職員退職手当支給条例及び尼崎市教育職員の退職手当に関する

条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

平成２８年１２月６日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市職員退職手当支給条例及び尼崎市教育職員の退職手当 

に関する条例の一部を改正する条例 

（尼崎市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第１条 尼崎市職員退職手当支給条例（昭和２４年尼崎市条例第３７

号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第５項中「、その者が退職の際従事していた本市の事務を同

法第５条第１項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険

者」を「高年齢被保険者」に改め、同項第２号中「第３７条の４第３

項前段」を「第３７条の４第３項」に改め、同条第６項中「、その者

が退職の際従事していた本市の事務を同法第５条第１項に規定する適

用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に

改め、同条第１１項中「定める」を「規定する」に、「各号の規定」

を「各号のいずれか」に改め、「それぞれ」を削り、「掲げる」を

「定める」に、「又は広域求職活動費」を「又は求職活動支援費」に

改め、同項第１号中「第３６条第１項」を「第１５条第３項ただし

書」に改め、「公共職業訓練等」の次に「（次号及び第５号において

「公共職業訓練等」という。）」を加え、「同条第４項に規定する」

を「同法の規定による」に改め、同項第２号中「前号に規定する」を

削り、「第３６条第４項に規定する」を「の規定による」に改め、同

項第３号中「求職」を「、求職」に、「第３７条第３項に規定する」

を「の規定による」に、「日額」を「額」に改め、同項第４号中「第

５６条の３第３項に規定する」を「の規定による」に改め、同項第５

号中「同法第５８条第１項に規定する」を削り、「同条第２項に規定
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する」を「同法の規定による」に改め、同項第６号を次のように改め

る。 

    求職活動に伴い雇用保険法第５９条第１項各号のいずれかに該

当する行為をする者 同法の規定による求職活動支援費の額に相

当する金額 

  第８条第１２項から第１４項までの規定中「掲げる」を「定める額

の」に改め、同条第１５項中「規定は、」の次に「第５項又は第６項

の規定による退職手当の支給を受けることができる者（第５項又は第

６項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当

の支給に係る退職の日の翌日から起算して１年を経過していないもの

を含む。）及び」を加え、「これら」を「第７項又は第８項」に、

「第１１項各号列記以外の部分」を「第１１項」に改める。 

（尼崎市教育職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第２条 尼崎市教育職員の退職手当に関する条例（昭和３５年尼崎市条

例第１８号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第５項中「、その者が退職の際従事していた本市の事務を

同法第５条第１項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被保

険者」を「高年齢被保険者」に改め、同項第２号中「第３７条の４第

３項前段」を「第３７条の４第３項」に改め、同条第６項中「、その

者が退職の際従事していた本市の事務を同法第５条第１項に規定する

適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」

に改め、同条第１１項中「定める」を「規定する」に、「各号の規

定」を「各号のいずれか」に改め、「それぞれ」を削り、「掲げる」

を「定める」に、「又は広域求職活動費」を「又は求職活動支援費」

に改め、同項第１号中「第３６条第１項」を「第１５条第３項ただし

書」に改め、「公共職業訓練等」の次に「（次号及び第５号において

「公共職業訓練等」という。）」を加え、「同条第４項に規定する」

を「同法の規定による」に改め、同項第２号中「前号に規定する」を

削り、「第３６条第４項に規定する」を「の規定による」に改め、同

項第３号中「求職」を「、求職」に、「第３７条第３項に規定する」
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を「の規定による」に、「日額」を「額」に改め、同項第４号中「第

５６条の３第３項に規定する」を「の規定による」に改め、同項第５

号中「同法第５８条第１項に規定する」を削り、「同条第２項に規定

する」を「同法の規定による」に改め、同項第６号を次のように改め

る。 

  求職活動に伴い雇用保険法第５９条第１項各号のいずれかに該

当する行為をする者 同法の規定による求職活動支援費の額に相

当する金額 

第１０条第１２項から第１４項までの規定中「掲げる」を「定める

額の」に改め、同条第１５項中「規定は、」の次に「第５項又は第６

項の規定による退職手当の支給を受けることができる者（第５項又は

第６項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手

当の支給に係る退職の日の翌日から起算して１年を経過していないも

のを含む。）及び」を加え、「これら」を「第７項又は第８項」に、

「第１１項各号列記以外の部分」を「第１１項」に改める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 

（職員の退職手当に関する経過措置） 

２ 退職職員（退職した尼崎市職員退職手当支給条例（以下「職員退職

手当条例」という。）第１条第１項に規定する職員をいう。以下同

じ。）で当該退職職員が退職の際従事していた本市の事務を雇用保険

法（昭和４９年法律第１１６号）第５条第１項に規定する適用事業と

みなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２８年法律

第１７号）第２条の規定による改正前の雇用保険法（以下「改正前の

雇用保険法」という。）第６条第１号に該当するものについて第１条

の規定による改正後の職員退職手当条例（以下「改正後の職員退職手

当条例」という。）第８条第５項又は第６項の勤続期間を計算する場

合における職員退職手当条例第１０条の規定の適用については、同条

第１項中「在職期間」とあるのは「在職期間（雇用保険法等の一部を
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改正する法律（平成２８年法律第１７号）の施行の日（以下「雇用保

険法改正法施行日」という。）前の在職期間を有する者にあっては、

雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間）」

と、同条第２項中「月数」とあるのは「月数（雇用保険法改正法施行

日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属

する月から退職した日の属する月までの月数（退職した日が雇用保険

法改正法施行日前である場合にあっては、０））」とする。 

３ 改正後の職員退職手当条例第８条第１１項（第６号に係る部分に限

り、同条第１５項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定

は、退職職員で求職活動に伴いこの条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に同号に規定する行為（当該行為に関し、第１条の規

定による改正前の職員退職手当条例（以下「改正前の職員退職手当条

例」という。）第８条第１１項の規定により改正前の雇用保険法の規

定による広域求職活動費（以下「広域求職活動費」という。）に相当

する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。）をし

たもの（施行日前１年以内に改正前の職員退職手当条例第８条第５項

又は第６項の規定による退職手当の支給を受けることができる者とな

った者で施行日以後に改正後の職員退職手当条例第８条第５項から第

８項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっ

ていないものを除く。）について適用し、退職職員で施行日前に公共

職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに

対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従

前の例による。 

４ 改正後の職員退職手当条例第８条第１５項において読み替えて準用

する同条第１１項（第４号に係る部分に限る。）の規定は、退職職員

で施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員で施行日

前に職業に就いたものに対する改正前の雇用保険法の規定による就業

促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 

５ 施行日前に改正前の職員退職手当条例第８条第５項又は第６項の規

定による退職手当の支給を受けることができる者となった者（施行日
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以後に改正後の職員退職手当条例第８条第５項から第８項までの規定

による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。）

に対する雇用保険法の規定による移転費に相当する退職手当の支給に

ついては、なお従前の例による。 

（教育職員の退職手当に関する経過措置） 

６ 退職教育職員（退職した尼崎市教育職員の退職手当に関する条例

（以下「教育職員退職手当条例」という。）第１条に規定する教育職

員をいう。以下同じ。）で当該退職教育職員が退職の際従事していた

本市の事務を雇用保険法第５条第１項に規定する適用事業とみなした

ならば改正前の雇用保険法第６条第１号に該当するものについて第２

条の規定による改正後の教育職員退職手当条例（以下「改正後の教育

職員退職手当条例」という。）第１０条第５項又は第６項の勤続期間

を計算する場合における教育職員退職手当条例第７条の規定の適用に

ついては、同条第１項中「在職期間」とあるのは「在職期間（雇用保

険法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１７号）の施行の日

（以下「雇用保険法改正法施行日」という。）前の在職期間を有する

者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の教育職員としての引き

続いた在職期間）」と、同条第２項中「月数」とあるのは「月数（雇

用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険

法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数（退

職 し た 日 が 雇 用 保 険 法 改 正 法 施 行 日 前 で あ る 場 合 に あ っ て は 、

０））」とする。 

７ 改正後の教育職員退職手当条例第１０条第１１項（第６号に係る部

分に限り、同条第１５項において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定は、退職教育職員で求職活動に伴い施行日以後に同号に規定す

る行為（当該行為に関し、第２条の規定による改正前の教育職員退職

手当条例（以下「改正前の教育職員退職手当条例」という。）第１０

条第１１項の規定により広域求職活動費に相当する退職手当が支給さ

れている場合における当該行為を除く。）をしたもの（施行日前１年

以内に改正前の教育職員退職手当条例第１０条第５項又は第６項の規
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定による退職手当の支給を受けることができる者となった者で施行日

以後に改正後の教育職員退職手当条例第１０条第５項から第８項まで

の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていない

ものを除く。）について適用し、退職教育職員で施行日前に公共職業

安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対す

る広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の

例による。 

８ 改正後の教育職員退職手当条例第１０条第１５項において読み替え

て準用する同条第１１項（第４号に係る部分に限る。）の規定は、退

職教育職員で施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職教

育職員で施行日前に職業に就いたものに対する改正前の雇用保険法の

規定による就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお

従前の例による。 

９ 施行日前に改正前の教育職員退職手当条例第１０条第５項又は第６

項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者

（施行日以後に改正後の教育職員退職手当条例第１０条第５項から第

８項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっ

た者を除く。）に対する雇用保険法の規定による移転費に相当する退

職手当の支給については、なお従前の例による。 

 

 

 

（説 明） 

雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１７号）の

制定に伴い、条例改正が必要であることから、本案を提出する。 



 

議127 

議案第１２７号 

尼崎市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正す 

る条例について 

 尼崎市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。 

  平成２８年１２月６日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美 

尼崎市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正す 

る条例 

尼崎市立幼稚園の設置及び管理に関する条例（昭和３９年尼崎市条例

第２６号）の一部を次のように改正する。 

 別表尼崎市立園和幼稚園の項を削る。 

付 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

（説 明） 

  園和幼稚園を廃止するため、条例改正が必要であることから、本案

を提出する。 
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議案第１２８号 

尼崎市立健康の家の設置及び管理に関する条例を廃止する条 

例について 

 尼崎市立健康の家の設置及び管理に関する条例を廃止する条例を次の

ように制定する。 

  平成２８年１２月６日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市立健康の家の設置及び管理に関する条例を廃止する条 

   例 

 尼崎市立健康の家の設置及び管理に関する条例（昭和４９年尼崎市条

例第６２号）は、廃止する。 

   付 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

（説 明） 

尼崎市立健康の家を廃止するため、条例を廃止する必要があること

から、本案を提出する。 
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議案第１２９号 

尼崎市立地区会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正 

する条例について 

尼崎市立地区会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定する。 

平成２８年１２月６日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美 

尼崎市立地区会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正 

する条例 

尼崎市立地区会館の設置及び管理に関する条例（昭和４９年尼崎市条

例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第３条の表尼崎市立武庫地区会館の項中「尼崎市常吉１丁目２番８

号」を「尼崎市武庫の里１丁目１３番２９号」に改める。 

第１３条を第１６条とし、第７条から第１２条までを３条ずつ繰り下

げる。 

第６条中「設備その他の物件（以下「」及び「」という。）」を削り、

同条を第９条とする。 

 第５条第１項中「前条の許可（以下「」及び「」という。）」を削り、

同条を第６条とし、同条の次に次の２条を加える。 

（禁止行為） 

第７条 会館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

  利用許可を受けた利用人数を超えて利用すること。 

  会館の施設若しくは付属設備を汚損し、毀損し、若しくは滅失さ

せ、又はこれらのおそれがある行為 

  その他規則で定める行為 

（利用許可の取消し等） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取

り消し、又は利用許可の条件を変更することができる。 

  利用者が偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。 

  利用者が利用許可の条件に違反したとき。 
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  この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定

に基づく処分に違反する行為があったとき。 

  その他市長が会館の管理上支障があると認めるとき。 

２ 本市は、前項の規定による利用許可の取消し又は利用許可の条件の

変更を受けた者が、これらによって損害を受けても、その損害につい

て賠償等の責任を負わない。 

第４条の見出しを「（利用の許可等）」に改め、同条に次の１項を加

える。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許

可（以下「利用許可」という。）をしないことができる。 

  営利を目的として利用するおそれがあるとき。 

  公の秩序、善良の風俗その他公益を害するおそれがあるとき。 

  会館の施設又は設備その他の物件（以下「付属設備」という。）

を汚損し、毀損し、又は滅失させるおそれがあるとき。 

  その他会館の管理上支障があるとき。 

第４条を第５条とし、第３条の次に次の１条を加える。 

（利用時間等） 

第４条 会館の利用時間及び休館日は、規則で定める。ただし、市長が

特別の理由があると認めるときは、利用時間若しくは休館日を変更し、

又は臨時に会館の全部若しくは一部の供用を停止することができる。 

 付則第２項中「第８条及び第９条」を「第１１条及び第１２条」に改

め、付則第４項中「第１０条」を「第１３条」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表 

区   分 

使  用  料 

午前９時から

午後０時まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後６時から

午後９時まで 

尼崎市立武庫

地区会館 

ホ ー ル 12,900円 17,100円 25,800円 

大 会 議 室 3,100円 4,200円 6,200円 
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 小 会 議 室 1,500円 2,100円 3,100円 

大 

 

広 

 

間 

大広間１

及び大広

間２の使

用 

2,000円 2,700円 4,100円 

大広間１

の使用 
1,200円 1,600円 2,400円 

大広間２

の使用 
800円 1,100円 1,700円 

和 室 800円 1,100円 1,700円 

教 室 １ 1,000円 1,400円 2,000円 

教 室 ２ 800円 1,200円 1,700円 

料 理 教 室 1,800円 2,500円 3,700円 

音 楽 室 3,100円 4,200円 6,300円 

尼崎市立小田

地区会館 

ホ ー ル 8,300円 10,900円 16,600円 

大

会

議

室 

全面使用 2,500円 3,400円 5,000円 

２分の１

面使用 
1,300円 1,700円 2,500円 

小 会 議 室 1,200円 1,600円 2,400円 

大 広 間 4,100円 5,400円 8,200円 

和 室 1,200円 1,600円 2,400円 

教 室 800円 1,100円 1,600円 

料 理 教 室 1,200円 1,600円 2,400円 

尼崎市立園田

地区会館 

ホ ー ル 9,000円 11,900円 18,000円 

大

会

議 

全面使用 2,500円 3,400円 5,000円 

２分の１

面使用 
1,300円 1,700円 2,500円 
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 室     

小 会 議 室 1,200円 1,600円 2,400円 

大

広

間 

全面使用 4,100円 5,400円 8,200円 

２分の１

面使用 
2,100円 2,700円 4,100円 

茶 室 1,000円 1,200円 1,900円 

教 室 800円 1,100円 1,600円 

尼崎市立大庄

地区会館 

ホ ー ル 9,000円 11,900円 18,000円 

大

会

議

室 

全面使用 2,500円 3,400円 5,000円 

２分の１

面使用 
1,300円 1,700円 2,500円 

小 会 議 室 1,200円 1,600円 2,400円 

大

広

間 

全面使用 4,100円 5,400円 8,200円 

３分の１

面使用 
1,400円 1,800円 2,800円 

茶 室 1,000円 1,200円 1,900円 

教 室 800円 1,100円 1,600円 

尼崎市立立花

地区会館 

ホ ー ル 9,000円 11,900円 18,000円 

大

会

議

室 

全面使用 2,500円 3,400円 5,000円 

３分の１

面使用 
900円 1,200円 1,700円 

小 会 議 室 1,200円 1,600円 2,400円 

大

広

間 

全面使用 4,100円 5,400円 8,200円 

２分の１

面使用 
2,100円 2,700円 4,100円 

茶 室 1,000円 1,200円 1,900円 
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 教 室 800円 1,100円 1,600円 

料 理 教 室 1,200円 1,600円 2,400円 

尼崎市立中央

地区会館 

ホ ー ル 9,000円 11,900円 18,000円 

大

会

議

室 

全面使用 2,500円 3,400円 5,000円 

３分の１

面使用 
900円 1,200円 1,700円 

小 会 議 室 1,200円 1,600円 2,400円 

大

広

間 

全面使用 4,100円 5,400円 8,200円 

２分の１

面使用 
2,100円 2,700円 4,100円 

茶 室 1,000円 1,200円 1,900円 

教 室 800円 1,100円 1,600円 

料 理 教 室 1,200円 1,600円 2,400円 

摘要 本市内に住所を有しない者（本市内に存する学校等に通学し、又は

本市内に勤務場所を有する者を除く。）（法人その他の団体にあって

は、本市内に事務所又は事業所を有しないもの）が利用する場合の使

用料の額は、利用許可を受けた利用時間及びこれに係るこの表の右欄

に掲げる額で算定された額に１００分の１５０を乗じて得た額とす

る。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、別表の改

正規定及び次項の規定は、同年１月５日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の尼崎市立地区会館の設置及び管理に関する

条例別表尼崎市立武庫地区会館の項の規定は、この条例の施行の日以

後の尼崎市立武庫地区会館（以下「武庫地区会館」という。）の利用

に係る使用料について適用し、同日前の武庫地区会館の利用に係る使
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用料については、なお従前の例による。 

 

 

 

（説 明） 

  尼崎市立武庫地区会館の位置及び使用料等を改めるため、条例改正 

 が必要であることから、本案を提出する。 
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議案第１３０号  

   尼崎市役所支所設置条例の一部を改正する条例について 

 尼崎市役所支所設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

  平成２８年１２月６日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市役所支所設置条例の一部を改正する条例 

第１条 尼崎市役所支所設置条例（平成１７年尼崎市条例第５１号）の

一部を次のように改正する。  

本則の表中 

「            「  

武庫支所  尼崎市武

庫元町１

丁目３３

番９号  
 を  

武庫支所

本館  

尼崎市武

庫の里１

丁目１３

番２９号 
 に改める。  

武庫支所

分館  

尼崎市武

庫元町１

丁目３３

番９号  

            」            」  

第２条 尼崎市役所支所設置条例の一部を次のように改正する。  

  本則の表中 

「            「  

武 庫 支 所

本館  

尼 崎 市 武

庫 の 里 １

丁 目 １ ３

番２９号 

  

 

 を  

武庫支所  尼崎市武

庫の里１

丁目１３

番２９号  

  

 

に改める。  
武 庫 支 所

分館  

尼 崎 市 武

庫元町１ 
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 丁 目 ３ ３

番９号  
 

  
 

            」            」  

付 則  

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第２条の規

定は、規則で定める日から施行する。  

 

 

 

（説 明）  

  武庫支所の名称及び位置を改めるため、条例改正が必要であること

から、本案を提出する。  



 

 その他 
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議案第１３１号 

   工事請負契約について 

 本庁舎（南館・議会棟）耐震補強等工事請負契約を次のとおり締結す

るため、議決を求める。 

  平成２８年１２月６日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  本庁舎（南館・議会棟）耐震補強等工事請負のため 

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市東七松町１丁目２３番１号ほか 

         工事概要 南館・議会棟耐震補強等工事 

３ 契約の方法  一般競争入札 

４ 契約の金額  ３０４，９９２，０００円 

５ 契約の相手方 尼崎市大庄西町１丁目６番２３号 

          大松建設株式会社 

           代表取締役 松 本 康 利 

 

 

 

（説 明） 

  本庁舎（南館・議会棟）耐震補強等工事を施行するため、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により、本案を提出する。 
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（参 考） 

   工事概要 

種 別 内                容 

建 築 

南館耐震補強工事 

鉄骨鉄筋コンクリート造 地上２階地下２階 

  延べ面積  ７，４７０平方メートル 

  主な工法  鉄骨ブレース 

議会棟耐震補強工事 

鉄筋コンクリート造 地上３階地下１階 

  延べ面積  ２，９３８平方メートル 

  主な工法  プレキャストブロック壁 

中館―議会棟渡り廊下耐震補強工事 

鉄骨造   地上２階地下１階 

  延べ面積  ２９３平方メートル 

  主な工法  鉄骨補強 

北館３階改修工事 

仮設駐輪場工事                     
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議案第１３２号 

指定管理者の指定について 

尼崎市立社会体育施設の指定管理者を次のとおり指定するため、議決

を求める。 

平成２８年１２月６日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称及び位置 

  尼崎市立屋内プール  尼崎市西御園町９３番地の２ 

  尼崎市立中央体育館  尼崎市西御園町９３番地の２ 

  尼崎市立小田体育館  尼崎市潮江１丁目１５番３号 

  尼崎市立大庄体育館  尼崎市菜切山町２０番地 

  尼崎市立立花体育館  尼崎市三反田町１丁目１番１号 

  尼崎市立武庫体育館  尼崎市武庫之荘８丁目１７番５号 

  尼崎市立園田体育館  尼崎市食満２丁目１番１号 

２ 指定管理者  尼崎市西長洲町１丁目４番１号 

          公益財団法人尼崎市スポ－ツ振興事業団 

           理事長 山 田 武 男 

３ 指定期間   平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 

 

 

（説 明） 

尼崎市立社会体育施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第

２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 





 

議133 

議案第１３３号 

建物の譲与について 

建物を次のとおり譲与するため、議決を求める。 

  平成２８年１２月６日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 譲与の目的   医療法人晴風園が運営する今井病院の院内保育施

設として使用するため 

２ 譲与する建物 

所 在 家屋番号 種類 構 造 床面積 (㎡) 

兵庫県川辺郡

猪名川町北田

原字屏風岳１

７番地 

１７番 保養所 

鉄筋コンク

リート造鉄

筋コンクリ

ート葺・地

下１階付２

階建 

１階 ３１５．３５ 

２階 ３２０．６５ 

地下１階７６．６０ 

 

３ 譲与の相手方  兵庫県川辺郡猪名川町北田原字屏風岳３番地 

        医療法人晴風園 

            理事長 植 松 正 保 

 

 

 

（説 明） 

  地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、本案を提出する。 





 

議134 

議案第１３４号 

   指定管理者の指定について 

 尼崎市立すこやかプラザの指定管理者を次のとおり指定するため、議

決を求める。 

  平成２８年１２月６日提出 

尼崎市長  稲  村  和  美   

１ 施設の名称  尼崎市立すこやかプラザ 

２ 施設の位置  尼崎市七松町１丁目３番１－５０２号 

３ 指定管理者  尼崎市南武庫之荘１丁目１８番１１－１０２号 

          特定非営利活動法人子どものみらい尼崎 

           理事長 濱 田 格 子 

４ 指定期間   平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 

 

 

（説 明） 

  尼崎市立すこやかプラザの指定管理者を指定するため、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

議135 

議案第１３５号 

   指定管理者の指定について 

 尼崎市立美方高原自然の家の指定管理者を次のとおり指定するため、

議決を求める。 

  平成２８年１２月６日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美 

１ 施設の名称  尼崎市立美方高原自然の家 

２ 施設の位置  兵庫県美方郡香美町小代区新屋１４３２番地の３５ 

３ 指定管理者  東京都新宿区白銀町２番１２号 

          公益財団法人日本アウトワード・バウンド協会 

           理事長 稲 澤 宏 一 

４ 指定期間   平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 

 

 

（説 明） 

  尼崎市立美方高原自然の家の指定管理者を指定するため、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。 

 





議136 

議案第１３６号 

指定管理者の指定について 

尼崎市立地区会館の一部の指定管理者を次のとおり指定するため、議

決を求める。 

平成２８年１２月６日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美 

１ 施設の名称及び位置 

   尼崎市立中央地区会館 尼崎市西御園町９３番地の２ 

  尼崎市立小田地区会館 尼崎市長洲本通１丁目１５番３８号 

  尼崎市立立花地区会館 尼崎市大西町１丁目１４番５号 

  尼崎市立武庫地区会館 尼崎市武庫の里１丁目１３番２９号 

  尼崎市立園田地区会館 尼崎市東園田町４丁目１２番地の４ 

２ 指定管理者 

  尼崎市立中央地区会館 尼崎市西長洲町１丁目４番１号 

               公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業 

   団 

 理事長 山 田 武 男 

  尼崎市立小田地区会館 尼崎市長洲西通２丁目８番３０号 

               尼崎都市美化推進企業組合 

                代表理事 三 嶋 俊 一 

  尼崎市立立花地区会館 尼崎市南塚口町４丁目１番４４号 

               尼崎中高年事業株式会社 

                代表取締役 村 山 保 夫 

  尼崎市立武庫地区会館 東京都港区芝公園２丁目４番１号 

               三菱電機ライフサービス株式会社 

                代表取締役 倉 田 伸 彦 

  尼崎市立園田地区会館 尼崎市南塚口町４丁目１番４４号 

               尼崎中高年事業株式会社 

                代表取締役 村 山 保 夫 

３ 指定期間   平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで 



議136-2 

（説 明） 

  尼崎市立地区会館の一部の指定管理者を指定するため、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。  



 

議137 

議案第１３７号 

指定管理者の指定について 

尼崎市立大庄地区会館の指定管理者を次のとおり指定するため、議決

を求める。 

平成２８年１２月６日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美 

１ 施設の名称  尼崎市立大庄地区会館  

２ 施設の位置  尼崎市菜切山町１６番地の１ 

３ 指定管理者   尼崎市大庄西町３丁目１７番１１号 

大庄地区婦人連絡協議会 

           会長 荒 木 伸 子 

４ 指定期間   平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで        

 

 

 

（説 明） 

  尼崎市立大庄地区会館の指定管理者を指定するため、地方自治法第

２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。  









議139 

議案第１３９号 

市道路線の認定、変更及び廃止について 

市道路線を次のとおり認定、変更及び廃止するため、議決を求める。 

平成２８年１２月６日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 認定しようとする路線 

路     線     名 
起     点 

終     点 

市 道 第 ８ ５ ８ 号 線 
常光寺２丁目９－２６ 

常光寺２丁目９－２６ 

市 道 第 ８ ５ ９ 号 線 
常光寺２丁目９－２６ 

常光寺２丁目９－２５ 

 

２ 変更しようとする路線 

路    線    名 
旧
新
別 

起      点 

終      点 

森 １ ５ 号 南 線 

旧 
南塚口町３丁目２１ 

南塚口町３丁目３１－３ 

新 
南塚口町３丁目２１ 

南塚口町３丁目６８６－７ 

省 線 以 南 第 ６ ０ 号 線 

旧 
長洲西通１丁目７１ 

常光寺１丁目７７－８ 

新 
長洲西通１丁目１１８－３ 

常光寺１丁目７７－８ 

久 々 知 長 洲 線 

旧 
久々知２丁目２７３ 

長洲西通１丁目６１ 

新 
久々知２丁目２７３ 

長洲本通２丁目５５ 



議139-2 

３ 廃止しようとする路線 

路     線     名 廃  止  区  間 

省 線 以 南 第 ２ ９ 号 線 
長洲西通１丁目６１ 

長洲本通３丁目１３－２ 

 

 

 

（説 明） 

  開発事業の帰属に伴う路線 

・認 定 路 線 ： 市道第８５８号線 

          市道第８５９号線 

道路用地の寄付採納に伴う路線 

 ・変 更 路 線 ： 森１５号南線 

整備事業の完了に伴う路線 

 ・変 更 路 線 ： 省線以南第６０号線 

久々知長洲線 

・廃 止 路 線 ： 省線以南第２９号線 

以上の路線を認定、変更及び廃止するため、道路法第８条第２項（同

法第１０条第３項の規定において準用する場合を含む。）の規定により、

本案を提出する。 

 

 

 

（参 考） 

市道路線の認定図（別紙１） 

市道路線の変更図等（別紙２、別紙３、別紙３－２、別紙４） 

市道路線の廃止図（別紙５） 



!

!

位置図(Ｓ=1/1000)

(4728)市道第858号線

延長＝41.73m 幅員＝6.00m

・起点：常光寺2丁目9-26

・終点：常光寺2丁目9-26

新規認定路線

起点終点

既認定路線

起点終点

凡 例

市道路線の認定図（S=1/1000）

(4729)市道第859号線

延長＝62.47m 幅員＝6.00m

・起点：常光寺2丁目9-26

・終点：常光寺2丁目9-25

別紙1

旧常光寺小学校
　　跡地

波洲通り
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位置図(Ｓ=1/1500)

（廃止する区間）

幅員＝1.1m延長＝58.0m

・起点：南塚口町3丁目31-2

・終点：南塚口町3丁目31-3

（残る区間）

幅員＝1.1m延長＝163.0m

・起点：南塚口町3丁目21

・終点：南塚口町3丁目31-2

・起点：南塚口町3丁目686-7

・終点：南塚口町3丁目686-7

（付け替える区間）

幅員＝2.0m延長＝8.2m
森前公園

凡 例

既認定路線

廃止する区間 残る区間

付け替える区間
終点 起点

変更する路線

終点 起点

終点 起点

(966)森15号南線

市道路線の変更図（S=1/1500）

別紙2
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位置図(Ｓ=1/7000)

 変更する路線

（750）省線以南第６０号線

幅員：4.00m ～ 8.00m 延長：960m

終点：常光寺1丁目77-8

起点：長洲西通1丁目71

変更する路線

変更する区間

既認定路線

凡例

終点 起点

終点 起点

詳細図のとおり

JR尼崎駅

波洲通
り

長
洲
線

市道路線の変更図（S=1/7000）

別紙3





!

位置図(Ｓ=1/1000)詳細図（S=1/1000）

（延長する区間）

幅員＝8.00ｍ 延長＝23.9ｍ

・起点：

・終点：長洲西通1丁目72

長洲西通1丁目118-3

（既認定区間）

幅員＝4.00～8.00ｍ

延長＝960.0ｍ

・起点：長洲西通1丁目71

・終点：常光寺1丁目77－8

起点終点

既認定区間 延長する区間

凡例

変更する路線

既認定路線

終点 起点

（750）省線以南第60号線

別紙3-2
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位置図(Ｓ=1/10000)

 （既認定区間）

幅員＝4.50m ～ 67.00m 延長＝1231.0m

終点：長洲西通1丁目61 

起点：久々知2丁目273

 （延長する区間）

幅員＝15.00m ～ 42.10m 延長＝876.0m

終点：長洲本通2丁目55

起点：長洲西通1丁目61

JR尼崎駅

尼崎陸上
競技場

JR
福
知
山
線

市道路線の変更図（S=1/10000）

別紙4

波洲通

（396）久々知長洲線

凡例

変更する路線

終点 起点

起点終点

既認定路線

延長する区間 既認定区間
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位置図(Ｓ=1/1000)

廃止する路線

（716）省線以南第29号線

幅員=15.00m 延長=876.0m

起点：長洲西通1丁目61

（現 長洲本通2丁目55）

終点：長洲本通3丁目13-2

市道路線の廃止図（S=1/5000）

凡例

廃止する路線

既認定路線

起点終点

終点 起点

JR東海道本線

JR尼崎駅

大
物
線

別紙5





 

議140 

議案第１４０号 

   指定管理者の指定について 

 記念公園の指定管理者を次のとおり指定するため、議決を求める。 

  平成２８年１２月６日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称  記念公園 

２ 施設の位置  尼崎市西長洲町１丁目 

３ 指定管理者  尼崎市西長洲町１丁目４番１号 

          公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団 

           理事長 山 田 武 男 

４ 指定期間   平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 

 

 

（説 明） 

  記念公園の指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、本案を提出する。 





 

議141 

議案第１４１号 

   指定管理者の指定について 

 橘公園、小田南公園、西向島公園及び猪名川公園並びに尼崎市立魚つ

り公園（軟式野球場及び多目的運動広場に限る。）の指定管理者を次の

とおり指定するため、議決を求める。 

  平成２８年１２月６日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 施設の名称及び位置 

  橘 公 園 尼崎市東七松町１丁目 

  小田南公園 尼崎市杭瀬南新町３丁目 

  西向島公園 尼崎市西向島町 

  猪名川公園 尼崎市椎堂１丁目及び豊中市利倉西１丁目 

  魚つり公園（軟式野球場及び多目的運動広場に限る。） 尼崎市

平左衛門町 

２ 指定管理者  大阪市西区江戸堀１丁目８番１４号 

          パークマネジメント尼崎 

           代表者 株式会社日比谷アメニス大阪支店 

            支店長 藤 原 圭 介 

３ 指定期間   平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 

 

 

（説 明） 

  橘公園、小田南公園、西向島公園及び猪名川公園並びに尼崎市立魚

つり公園（軟式野球場及び多目的運動広場に限る。）の指定管理者を

指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案

を提出する。 




